
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
各種相談内容 相談場所 受付時間 電話番号 

地
域
活
動

の
こ
と 

地域の活動に 

関する事 

大郷町社会福祉協議会 

生活支援コーディネーター 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 

平日（祝・年末年始除く） 

社会福祉協議会 

             ☎０２２-３５９-２７５３ 

病
気
の
こ
と 

こどものこと 
こども夜間 

安心コール 
毎 日  （午後７時～午前 8時） 

☎♯８０００ 
プッシュ回線以外の固定電話、PHS等からは 

「０２２－２１２－９３９０」へおかけ下さい。 

大人の場合救急車

を呼ぶか迷う時 

おとな救急 

電話相談 

月～金  （午後７時～午前 8時） 

土曜日  （午後２時～午前 8時） 

日・祝日 （24時間） 

☎♯７１１９ 
プッシュ回線以外の固定電話、PHS等からは 

「０２２－７０６－７１１９」へおかけ下さい。 

緊急時 消防・救急  ☎１１９ 警察 ☎ １１０ 

 

日
常
生
活
の
こ
と 

こどもに 

関すること 

町民課こども健康室 

（保健センター内） 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 

平日（祝・年末年始除く） 

保健センター   ☎022-359-3030 
児童福祉、子どもに係る各種手当、子育て支援、ひとり親福

祉、障害児自立支援、児童虐待防止など 

障がい者に 

関すること 
保健福祉課社会福祉係 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 

平日（祝・年末年始除く） 

保健福祉課    ☎022-359-５５０７ 
生活保護、障害者自立支援、障害者福祉関係、献血ほか社会

福祉一般に関するご相談など 

生活困窮のこと 
保健福祉課社会福祉係 

大郷町社会福祉協議会 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 

平日（祝・年末年始除く） 

保健福祉課    ☎022-359-５５０７ 

社会福祉協議会 

             ☎０２２-３５９-２７５３ 

高齢者のこと 
保健福祉課長寿・介護係 

地域包括支援センター 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 

平日（祝・年末年始除く） 

保健福祉課    ☎022-359-５５０７ 

地域包括支援センター 

☎０２２-３４１-１４１４ 
６５歳以上の方の介護・健康・生活全般に関するご相談など 

特殊詐欺・消費者

被害のこと 

大郷町役場 2階 

大郷町消費生活相談室 

（監査委員室） 

毎週火曜日 午前 10時～12時  

午後 1時～3時 

（火曜日以外は留守番電話になります。） 

相談窓口      ☎022-359-5541 
訪問販売、キャッチセールス、電話勧誘、インターネット通販等

でのトラブルなど、消費生活に関する相談が対象となります。 

その他 

気になる人がいた

場合の相談等 

保健福祉課 

地域包括支援センター 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 

平日（祝・年末年始除く） 

保健福祉課    ☎022-359-５５０７ 

地域包括支援センター 

☎０２２-３４１-１４１４ 

害
獣
等 

熊・イノシシ・など 農政商工課農政係 
午前 8時 30分～午後 5時 15分 

平日（祝・年末年始除く） 
農政商工課    ☎０２２-３５９-５５０３ 

 

地域での見守り活動は、生きがいづくりや健康維持につながります。これまでの接点の少なかった気になるお宅も、訪問してみてコミュ

ニケーションを重ねてみれば、一緒にお茶を飲んだりゴミ出しを手伝ったりするなど、新たな関係性を育むことができるかもしれません。 

 

 

 
 

活動で気になった事や異変に気づいた時は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 

おおさとつなげるリーフレット 

問い合わせ先：大郷町地域支え合い推進協議体 

             大郷町社会福祉協議会 ☎ ０２２－３５９－２７５３ 

住民の皆さんが、年齢を重ねても住み慣れた地域で仲間と楽しく元気に安心して暮らすために、「あすは我が身」と

いう思いで、児童や障がいのある人にも視野を広げ、地域の中でできるお互いの見守り合いの活動をしてみませんか。 

ハーミー 

スマートフォン等で、相談窓口の表を写

真に撮って保存しておくと、必要な時にす

ぐに確認できて便利だよ  

右記の QRコードからも、 

リーフレットを見ることが 

できるモロ 

 live１１９操作の仕方など、詳しい

内容については、左記 QRコードか

らご確認ください。 

（黒川地域行政事務組合消防本部） 

～緊急時が起きる前に知っておいてほしい～    【live１１９】をご存知ですか？ 

 119番通報の際、消防指令員が必要と判断した時に、live１１９を利用した映像通報の協力をお願いされることがあります。 

 Live１１９は、119 番通報者のスマーフォンを利用し、通報者と消防指令センターとの間で映像の送受信を可能とすることで、

より正確な情報をリアルタイムに伝えることができるシステムです。 


